
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年3月 

 

八 王 子 市 
 

概要版 



１ 

１ 計画策定の背景及び基本的な考え方 
 
（１） 消費者行政に係る国の取り組み 

 

高度情報通信社会の進展、規制緩和、国際化など社会環境の変化を背景に、多

種多様な商品やサービスが提供され、消費者の利便性が向上する一方で、取引形

態が複雑化・多様化し、消費者と事業者との情報力、交渉力の格差により消費者

が被害に遭うリスクが高まっています。 

国においては、平成 16 年に「消費者保護基本法」を「消費者基本法」に改正

し、消費者を「保護の対象」から「自立した権利の主体」としてとらえ、消費者

の権利の尊重と自立の支援は国及び地方公共団体の責務として明確にされました。

平成 21 年には、消費者庁の設置や「消費者安全法」の施行など法体系の整備が

行われ、地方公共団体は、消費者が安全、安心で豊かな消費生活が送れるよう、

消費者行政の充実・強化を積極的に図ることが求められています。 

 
（２） 本市の取り組み 

 

本市は昭和 43 年に「消費者保護基本法」の施行とともに、消費者保護に関す

る事業を開始し、昭和 52 年７月消費者センターを開設し、専門の相談員による

消費者相談や消費者センター運営委員会との協働で啓発事業に取り組んできまし

た。 

消費者をとりまく社会状況や国の消費者行政の動きを踏まえ、平成 23 年４月、

「八王子市消費生活条例」を施行し、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、

消費生活における利益の擁護及び増進に関し、基本理念を定め、消費者施策を総

合的かつ計画的に推進するため、「八王子市消費生活基本計画」の策定を定義し

ました。 

計画策定にあたり、学識経験者、消費者、事業者などで構成する「八王子市消

費生活審議会」を設置し、「八王子市消費生活基本計画のあり方」について諮問

し、平成23年12月に審議会から答申を受けました。 

本市はこの答申を踏まえ、消費生活の基盤づくりと、消費者被害の予防と防止

の体制づくりを進めるとともに、自立した消費者の育成に向けた消費者教育の充

実を図ることで、消費者の自立支援を基本とする安全で安心な消費生活の実現を

目指し、基本的な計画を策定することとしました。 

 



２ 

（３） 計画の基本的な考え方 
 

この計画では、消費者を取り巻く社会状況や、国・東京都の消費者行政の動向、

また本市におけるこれまでの取り組みを踏まえ、消費者の自立支援を基本に、市

民が消費に関して不安を抱くことなく、安心して消費生活を送ることができるよ

うに、「安全・安心な消費生活」の実現を目指して取り組みます。 

「安全・安心な消費生活」の実現のため、まずは、庁内のみならず、消費者と

接点のある多様な機関や、消費者の身近な地域の様々な関係者が連携したネット

ワークづくりを中心に、『安全・安心な消費生活の確保』を目指します。 

また次に、消費者の自立支援のためには多様な消費者教育の機会を提供するこ

とが必要となるため、講座や各種の啓発イベントに加え、出前講座など多様な消

費者教育の提供を実施し、『消費者教育の充実』を図ります。 

そして、消費者被害を未然に防止することが何よりも大切であることから、消

費者被害に遭う前に、気軽に相談できる相談体制の充実を図り、『被害の未然防

止』に取り組みます。 

その他に、情報提供の充実や、消費者被害に遭う可能性の高い若者や高齢者に

対する取り組み、被害に遭ってしまった後の迅速な被害回復に向けた取り組み、

悪質な事業者に対する指導なども含め、本市の消費者施策に関わる総合的な計画

として施策を展開します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
安全・安心な消費生活が確保される環境の整備と、自立した消費者の育成に向けた消費者

教育の充実を図るとともに、消費者被害の未然防止の体制づくりを進めることで、消費者の

自立支援を基本とする安全で、安心な消費生活の実現を目指します。 

「安全・安心な消費生活」の実現 

安全・安心な 

消費生活の確保 

 

◇関係機関の 

ネットワークづくり 

など 

消費者教育の 

充実 

 

◇地域や学校における 

多様な消費者教育の推進 

など

消費者被害の 

未然防止・救済 

◇相談などによる 

消費者被害の防止・予防の強化

など

■ 優 先 的 に 取 り 組 む べ き 事 項 ■
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２ 計画の位置づけ 
 

この計画は、「八王子市消費生活条例」に基づき、市民の消費生活の安定及び

向上を図るための消費者施策を、総合的かつ計画的に推進するための基本的な計

画として位置づけます。また、市が策定した他の個別計画、国の「消費者基本計

画」、東京都の「東京都消費生活基本計画」とも連携を図っていきます。 

 
 

３ 計画の期間 
 

消費者を取り巻く状況の変化や国・東京都の動向を踏まえ、期間は平成 24 年

度から平成28年度までの５年間とします。 

なお、社会情勢の急激な変化などにより計画の見直しが必要になった場合には、

適宜、見直しを図ります。 

 
 

４ 実施状況の公表 
 

計画については、毎年、検証・評価を行い、その結果を公表します。 

 
 

５ 重要課題と施策の方向 
 

「安全・安心な消費生活」の実現を図るため、消費者の自立支援を基本としつ

つ、近年の消費者を取り巻く環境の急激な変化や、消費者を取り巻く状況、消費

者行政において市が取り組むべき内容を考慮し、３つの重要課題を掲げ、その課

題に対する施策に取り組みます。 

 
 

重要課題１：安全・安心な消費生活の確保 

重要課題２：消費者教育の充実 

重要課題３：消費者被害の未然防止・救済 
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重要課題 １  安全・安心な消費生活の確保 
 
施策の方向１―１ 消費生活の基盤整備に向けた取り組み 

安全・安心な消費生活の確保に向けて、庁内関係部署、警察、町会・自治会な

どとのネットワークづくりを推進します。また、消費者自らが適切な商品の選択

や環境に配慮した消費行動などが行えるよう取り組みます。 
 

（１）関係機関のネットワークづくり 
（２）安全・安心な商品選択が行える消費生活の基盤づくり 
（３）商品などの安全性の確保に向けた対策 
（４）食の安全に関する啓発 
（５）環境に配慮した消費行動の推進 
（６）事業者に対する啓発 

【具体的な取り組み例示】 

○庁内関係部署、警察、町会・自治会、商工会議所、商店会などとのネ

ットワークの構築 

○地域の消費者団体などへの活動支援・連携強化 

○食品衛生法に基づく食品検査、家庭用品の表示の立入検査及び表示の

指導 

○商品、食の安全に関する講習会、講座の実施 

○環境関連の教育・学習、講座、イベントなどの実施 

○事業者に対する法令遵守の啓発 

○事業者に対する消費者への適切な情報提供について啓発 

 
 
施策の方向１―２ 情報提供の充実に向けた取り組み 

消費者に効果的な情報提供を行うため、関係機関や地域の多様な関係者と構築

したネットワークを活用します。消費生活の安定向上を図る情報について、市広

報・ホームページなどの他、各種イベントなど多様な機会を活用して消費者に分

かりやすく適切に伝えます。 
 

（１）情報提供の充実に向けたネットワークの活用 
（２）多様な機会を活用した情報提供の実施 

【具体的な取り組み例示】 

○消費者庁、（独）国民生活センター、東京都消費生活総合センター、警

察などとの緊密な連携 

○市広報・ホームページ、テレメディア、消費生活センター・消費生活

啓発推進委員会の情報紙、消費生活フェスティバルなどの情報媒体の

活用 

○若者、高齢者及び外国籍市民を対象に消費者トラブル防止について啓

発 
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重要課題 ２  消費者教育の充実 
 
施策の方向２―１ 自立した消費者の育成に向けた取り組み 

自立した消費者の育成に向けて、多様な消費者教育の機会を提供することで消

費者教育の充実を図ります。 
 

（１）地域や学校における多様な消費者教育の推進 
（２）自ら学ぶ消費者の学習活動の支援 
（３）消費生活に関する啓発活動の推進 

【具体的な取り組み例示】 

○地域、学校、大学などへ出向き、出前講座などの実施 

○（独）国民生活センター、東京都金融広報委員会などの専門機関によ

る消費者教育講座の実施 

○自主的な学習活動の支援を行うため、消費生活に関連する図書・ＤＶ

Ｄなどの充実 

○消費生活センター・消費生活啓発推進委員会の情報紙の発行、パネル

展、キャンペーンの実施 

 

 

施策の方向２―２ 若者と高齢者などの消費生活の安全を守る取り組み 

学生が消費者トラブルに巻き込まれることがないように大学などの教育機関と

の連携を強化するとともに、高齢者や障害のある方に効果的な啓発活動が行える

よう、関係機関が連携した仕組みを構築します。 
 

（１）関係機関と連携した啓発活動の充実 
（２）若者や高齢者などを対象者とした消費者教育の推進 

【具体的な取り組み例示】 

○民生委員児童委員協議会、地域包括支援センター、社会福祉施設など

と連携した仕組みを構築し、啓発活動を充実 

○大学コンソーシアム八王子での情報提供、高校、大学などでの出前講

座、パネル展の実施 

○情報が得にくい高齢者のために、公の施設だけでなく民間施設への啓

発冊子の配備などを推進 
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重要課題 ３  消費者被害の未然防止・救済 
 
施策の方向３―１ 消費者被害の防止・予防に向けた取り組み 

消費者被害の防止・予防のため、気軽に相談できるよう相談体制の充実を図り

ます。また類似被害の拡大を防止するため、具体的事例を迅速に情報提供します。 
 

（１）相談などによる消費者被害の防止・予防の強化 
（２）消費者被害に関する情報提供の強化 

【具体的な取り組み例示】 

○消費者被害に遭う前に、出張相談会の活用を周知 

○類似被害の拡大防止のために、緊急被害情報や相談事例などを市のホ

ームページ、広報などで情報提供 
 
 
施策の方向３―２ 消費者被害の救済の取り組み 

消費者トラブルに対して、迅速に被害の回復に向けて適切な対応を行うことが

重要であるため、消費生活相談の充実を図ります。また、被害状況に応じて、専

門的な相談や支援が受けられるよう取り組みます。 
 

（１）相談体制の充実による救済の強化 
（２）専門的な相談の充実 
（３）相談員の専門的な知識の向上 

【具体的な取り組み例示】 

○消費生活相談員による被害の拡大防止・早期解決、消費者と事業者の

あっせんを実施 

○東京都と連携し、多重債務、インターネット、賃貸住宅などの特別相

談を実施 

○相談員が、（独）国民生活センターなどの専門機関が実施する研修に参

加 
 
 
施策の方向３―３ 悪質な事業者に対する取り組み 

悪質な事業者に対しては、関係機関と連携し、不適正な取引行為を防止します。 

そのためには、関係機関との情報交換や情報共有を行い、迅速に対応します。 
 

（１）関係機関と連携した事業者への指導の強化 
（２）事業者と連携した指導の強化 

【具体的な取り組み例示】 

○国、東京都、警察、弁護士会などと連携し、悪質な事業者への指導、

勧告、事業者名の公表などの実施 

○商工会議所、商店会と連携し、悪質な事業者の指導の徹底 
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６ 計画の推進体制 
 

計画の推進に向けて、八王子市消費生活センターが中心となり、庁内関係部署、

国、東京都などの関係機関及び地域の関係機関などと密接に連携した推進体制で

取り組みます。 
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助言・あっせん・啓発・教育

連携 

庁内関係部署 
 
高齢者支援課、障害者福祉課、
産業政策課、環境政策課 など 

連携 

地域の関係機関 
町会・自治会、地域包括支援
センター、商工会議所、商店
会、民生委員児童委員協議会
など 

消 費 者 

相談・苦情 

国、都など関係機関 
 
国、東京都、国民生活センタ
ー、警察 など 

連携 

八王子市消費生活センター 


